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本研究は ､ 心的外傷後の 被害者にみ られ る主観的な後遺症症状 を
､
P T S D (P o stt r a u m ati c Str e s s

D 主s o r d e r) の診 断基準に盛 り込 まれた精神症状だけ で なく ､ 身体的症状をも網羅 し多角的 に把握

するため に
､

文献検討を行 い
､ 地下鉄サリ ン事件被害者後遺症調査票に心理計量学的検討 を加

え て被害者後遺症調査票 と して再構成し､
こ の 調査票を用 い て同事件後 5 年 目か ら 8 年 目の 慢

性期 にみ られ る被害者後遺症症状 の経時的推 移 の記述を試み たも の で ある｡ 本研究に より
､ 以

下の 知見を得 て い る｡

1 ｡ 文献検討 に よれ ば
､

心的外傷彼の 被害者後遺症症状調査に は P T S D の診 断基準に基づく

I E S - R 等 の調査票 ある い は構造化面接が用 い られ て い る o

一 方 ､
p T S D ある い は被害者には

身体症状が合併す る こ とを示唆する いく つ か の知見が得 られ て い るが ､ そ の解釈 には定説

がな い ｡ そ のため ､ 身体症状を網羅 した被害者後遺症症状 の記述的研究が まず求められて

い る ｡

2 . 慢性期被害者後遺症症状 を調査す るた めに
､ 過覚醒症状 4 項目､

回避症状 4 項 目､ 再体験

症状 3 項目､ 身体症状 1 4 項目､ 眼科症状 8 項目を含む既存の 地下鉄サリ ン事件被害者後遺

症症状調査票に ､ 5 年 目 の 同事件被害者を対象と した調査デ ー

タ を用 い て 心理計量学的檎

討をカロえ
､

i 精神機能低下症状､
Ⅱ恐怖体験 - の 反応症状 ､

Ⅲ身体化症状 ､ Ⅳ慢性 ス ト レ

ス 症状､
Ⅴ死 の切迫症状､

の 5 下位尺度をも つ合計 2 4 項 目か らな る｢被害者後遺症症状調

査票｣ が作成された o

3 . 同事件 7 年目被害者デ ー タに よ る本調査票 の計量心 理学的検証で は ､
全て の 下位項目 で 内

的 一

貫性が確認され､ 構成概念妥当性が確認された｡ I E S - R(I m p a ct of e v e n t s c al e r e v i s ed) ､

G H Q 30 ､
P O M S との相 関を検討 した結果 ､

並存的妥当性が確認された o

堤. I E S - R 得点 に よる P T S D 群と非 p T S D 群にお ける本調査票得点比較と ､ 既知 グル ー プ法に

ょる被害者群と非被害者群の本調査栗得点比較を行 い
､

いずれも P T S D 群ある い は被害者

群が有意に高値 を示 し
､ 本調査票 の基準関連妥当性が確認されたa

5 . T e st _ r et e sも の 結果 ､
2 回の テ ス ト の相関係数 ､

f C 係数 は概ね 良好 な値を示 し
､

C r o n b a ch の
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α 係数は O . 9 2 で あり
､ 本調査票 の信頼性は概ね確認されたと判断 した｡

6 . 地下鉄サリ ン事件被害者 79 8 名 を対象と し
､ 本調査票お よび I E S - R 得点に より事件後 5 年

目か ら 8 年 目 の被害者後遺症症状 を調査 したo 5 年目 の I E S - R 得点に より高得点群(2 5 点以

上) ､ 中間群(1 2 - 2 4 点) ､ 低得点群(1 1 点以下) に分けで 慢性期の得点推移 を分析 した結果 ､

高得点群で は I E S - R 得点お よびそれ と相関 の高 い本調査票下位尺度｢ 恐怖体験 - の反応症

状｣ は 5 年目以降に低下傾向を示 したが
､ 合計得点お よび他 の下位尺度得点は変化が認 めら

れ なか っ たD 低得点群で は合計得点と｢ 恐怖体験 - の反応症状｣ 以外 の 下位尺度得点の上昇

傾向が み られた
｡

7 ｡ 慢性期 にお い て は
､ 被害者後遺症症状は ､

I E S - R 得点お よ び本調査票に よ る下位尺度｢恐怖

体験 - の反応症状｣ という ､ 外傷体験 の 直接的な想起 に関連する精神症状は減少するが
,
む

しろ｢ 精神機能低下症状｣ ある い は｢ 身体化症状｣ ｢慢性 ス ト レ ス 症状｣ とい う身体症状と し て

遺残す る可能性が ある｡

以上に より ､ 本研究にお い て信額性 ･ 妥当性が確認 された ｢ 被害者後遺症症状讃査票｣ は ､

慢性期 の被害者後遺症症状を､ 従来 の P T S D 診断基準に含まれ る精神症状 の みならず､

一

般的

な精神機能低下症状お よび身体症状 を網羅 して評価する こ と がで きる
｡ 本調査票に よる被害者

後遺症症状 の評価 に よ り
､ 従来 は特定不能 と思わ れて い た被害者の 心身の 健康問題 を

､
心的外

傷後 の 後遺症症状と して新た に解釈 できる可能性が示 唆され る｡ また
､

本調査票 の下位尺度得

点 の僚向か ら､ 慢性期 の被害者に対す る具体的ケ ア計画策定 の方向性 を示すこ とが できる よう

にな る可能性が あり ､ 本調査票 は
､ 今後､ 保健 ･

看護領域における臨床実践 に貢献でき るで あ

ろうo

さらに
､ 本研究に より慢性期 の被害者後遺症症状 に つ い て得 られた知見は

､
こ の領域にお け

る数少な い記述的成果で あり ､ 今後 ､ 被害者救済計画策定 に貢献す る有用な基礎資料に なるで

あろうo

以上 の成果か ら
､ 本研究は学位の 授与に値す るもの と考えられる ｡
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